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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
二
十
五
号

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
第
六
十
六
条
第
四
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規

則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安

責
任
者
試
験
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

等
保
安
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
二
十
七
条
第
四
項
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非

化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
第
十
四
条
第
二
項

及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
並
び
に
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年

通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
二
十
三
条
第
四
項
、
第
七
十
四
条
第
四
項
及
び
第
百
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら

の
規
定
の
事
由
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
場
合
並
び
に
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

齋
藤

健

１

事
由
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
場
合

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
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２

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間

一

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
被
災
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に
所
在
す
る
工
場
若

し
く
は
事
業
所
そ
の
他
事
業
場
に
従
事
す
る
者
又
は
居
住
地
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
次
に
掲
げ
る
期
間
が
令
和
六

年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
を
一
年
間
延
長
す
る
。

イ

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
八
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
係
員
及
び
保
安
主

任
者
に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間

ロ

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
六
条
第
二
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
八
条
第
二
項
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー

ト
等
保
安
規
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
企
画
推
進
員
に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間

ハ

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
理
企
画
推
進
者
に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
及
び
同
令
第
三
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
員
に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間



- 3 -

ニ

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
業
務
主
任
者
に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
同
令
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
充
て
ん
作
業
者
が
再
講
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
並
び
に
同
令
第
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
が
講
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間

二

特
定
被
災
区
域
内
に
所
在
す
る
工
場
若
し
く
は
事
業
所
そ
の
他
事
業
場
に
従
事
す
る
者
又
は
居
住
地
を
有
す
る
者
で
あ

っ
て
、
そ
の
次
に
掲
げ
る
期
間
が
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
期
間
を
六
月
間
延
長
す
る
。

イ

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
六
条
第
三
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー

ト
等
保
安
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
係
員
及
び
保
安
主
任
者
に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
期
間

ロ

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
六
条
第
一
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー

ト
等
保
安
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
企
画
推
進
員
に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間

ハ

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り



- 4 -

業
務
主
任
者
に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


